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鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ト
造
り
三
階
建
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

床
面
積 

 

一
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

右
表
示
物
件
に
付
、
売
主
榊
三
充
朗
を
甲
、
買
主
横
橋
幸
弘
を
乙
と
し
て
、
以
下
の
通

り
売
買
契
約
を
締
結
す
る
。 

第
一
条 

本
件
宅
地
建
物
の
売
買
代
金
は
土
地
建
物
合
算
で
総
額 

 
 
 

万
円
と
す

る
。
乙
は
甲
に
対
し
て
、
以
下
の
通
り
売
買
代
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

一 

本
契
約
と
同
時
に
手
付
金
と
し
て
金 

 
 

万
円
を
支
払
う
。 

二 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日
に
金 

 
 
 

万
円
を
支
払
う
。 

三 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日
に
金 

 
 
 

万
円
を
支
払
う
。 

 



こ
の
と
き
、
手
付
金 

 
 

万
円
を
内
金
と
し
て
充
当
す
る
。 

第
二
条 

甲
は
平
成 

 

年 
 

月 
 

日
、
乙
よ
り
前
条
二
の
金 

 
 
 

万
円
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
乙
に
対
し
て
、
本
件
売
買
に
よ
る
所
有
権
移
転
登
記
請
求
権
保
全

行
な
う
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 
甲
は
平
成 

 

年 
 

月 
 

日
、
乙
よ
り
第
一
条
三
の
金 
 
 
 

万
円
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
本
件
宅
地
建
物
に
つ
い
て
所
有
権
移
転
の
本
登
記
手
続
き
を
す
る
と
と
も
に

本
件
宅
地
建
物
を
乙
に
現
実
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

甲
は
前
条
の
本
登
記
申
請
完
了
ま
で
に
、
本
件
宅
地
建
物
に
か
か
る
抵
当
権
、
賃
貸
権
そ
の
他
の
負
担
を
除
去
し
、
完
全
な
所
有
権
を
乙
に
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２ 

本
件
宅
地
建
物
に
つ
い
て
第
三
者
よ
り
管
理
の
主
張
も
し
く
は
異
議
申
し
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
乙
が
蒙
る
す
べ
て
の
損
害
を
甲
が
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
五
条 

本
件
宅
地
建
物
に
対
す
る
公
租
公
課
な
ら
び
に
ガ
ス
、
水
道
、
電
気
な
ど
の
料
金
は
第
三
条
の
本
登
記
の
日
を
も
っ
て
区
分
し
、
当
日
ま
で
を
甲
の
負
担
と
し
、
翌
日
以
降

担
と
す
る
。 

２ 

登
記
の
際
の
売
渡
証
書
作
成
お
よ
び
印
紙
等
の
費
用
は
甲
の
負
担
と
し
、
買
受
に
関
す
る
登
記
印
紙
、
代
書
料
そ
の
他
の
費
用
は
乙
の
負
担
と
す
る
。 

第
六
条 

甲
が
本
契
約
に
反
し
て
本
件
宅
地
建
物
に
か
か
る
所
有
権
移
転
登
記
お
よ
び
本
件
宅
地
建
物
の
引
き
渡
し
を
行
な
わ
な
い
場
合
、
す
で
に
乙
か
ら
甲
に
支
払 

わ
れ
た

額
と
手
付
金
の
倍
額
を
甲
は
乙
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

乙
が
本
契
約
に
反
し
て
本
件
売
買
代
金
の
支
払
い
を
完
了
し
な
い
場
合
に
は
、
甲
は
な
ん
ら
の
催
告
を
要
す
る
こ
と
な
く
本
契
約
を
解
除
で
き
る
。
ま
た
、
手
付
金
は
こ
れ
を

と
す
る
。 

  

以
上
、
本
件
売
買
の
当
事
者
双
方
の
同
意
の
も
と
に
契
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
た
め
本
証
書
を
二
通
作
成
し
、
売
主
甲
、
買
主
乙
双
方
署
名
捺
印
の
う
え
、
各
自
一
通
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